
「船員の働き方改革」に向け、令和４年４月に改正船員法が施行され、
船舶所有者に労務管理責任者の選任等が義務づけられたところです。
加えて、令和５年４月には、
・産業医の選任等の船員の健康確保に関する制度の導入
・労働時間規制における操練・当直交代の取扱いの見直し

が行われることから、下記のとおり、オンラインによる事業者向け説明
会を開催いたします。


